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右
の
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意
書
を
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る
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一 

 



栃
木
県
足
利
市
足
利
水
産
物
荷
受
商
業
協
同
組
合
は
、
岩
手
県
下
閉
伊
郡
大
沢
村
山
田
湾
内
加
工
水
産
物
集
荷
組
合
よ
り

購
入
せ
る
配
給
す
る
め
一
、
七
五
五
匆(

八
十
七
万
四
千
八
百
六
十
七
円
五
十
銭)

を
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
七
日
日
本
通

運
株
式
会
社
宮
古
支
店
陸
中
山
田
営
業
所
を
に
対
し
、
山
田
駅
よ
り
足
利
市
同
組
合
ま
で
の
運
送
を
依
託
し
た(

運
賃
二
万

一
千
八
百
四
十
八
円
五
十
銭
支
拂
す
み)

と
こ
ろ
が
運
送
中
同
年
十
二
月
十
五
日
塩
釜
港
倉
庫
に
お
い
て
倉
庫
の
失
火
に
よ

り
右
貨
物
を
燒
失
し
た
と
の
通
知
書
を
受
け
た
。 

右
依
託
貨
物
燒
失
の
損
害
賠
償
に
関
し
、
引
受
人
た
る
日
本
通
運
は
、
同
社
に
は
損
害
賠
償
の
責
任
な
く
、
栗
林
商
船
若

し
く
は
船
舶
運
営
会
に
あ
り
と
主
張
し
、
爾
来
一
箇
年
余
に
及
ぶ
も
責
任
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
未
解
決
の
ま
ま
今

日
に
至
つ
て
い
る
。
日
本
通
運
と
し
て
は
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
九
日
附
同
社
営
業
部
長
名
を
も
つ
て
同
組
合
に
対
し 

一 

右
貨
物
は
、
船
車
連
絡
運
輸
に
て
栗
林
商
船
が
取
扱
中(
保
管
中)

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
同
社
塩
釜
港
倉
庫
に

お
い
て
燒
失
せ
し
め
た
も
の
な
る
故
、
日
本
通
運
に
は
法
的
に
も
過
失
な
く
、
賠
償
責
任
は
な
い
。 

依
託
運
送
貨
物
燒
失
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 
二 
右
に
関
し
日
本
通
運
と
し
て
は
内
地
連
絡
運
輸
規
則
に
基
き
、
仙
台
鉄
道
局
に
請
求
し
た
と
こ
ろ
本
事
故
は
栗
林
商
船

に
お
い
て
処
理
せ
し
め
る
と
の
通
知
書
に
よ
り
栗
林
商
船
に
交
渉
せ
る
と
こ
ろ
、
同
商
船
に
お
い
て
は
当
時
倉
庫
の
一
部

を
使
用
中
の
船
舶
運
営
会
と
出
火
責
任
を
め
ぐ
つ
て
商
議
中
で
あ
り
、
こ
れ
が
法
的
解
決
を
見
る
ま
で
は
本
事
故
は
解
決

さ
れ
な
い
。
と
の
回
答
が
あ
つ
た
。
か
く
て
今
日
に
至
る
も
賠
償
問
題
は
解
決
さ
れ
ず
、
当
事
者
た
る
の
足
利
市
同
組
合

は
苦
境
に
陷
り
重
大
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。 

本
件
は
、
運
輸
事
業
の
公
共
性
、
重
要
性
に
か
ん
が
み
單
に
当
事
者
間
の
一
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
国
民
大
衆
の
問
題
で
あ

り
、
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
る
か
ら
速
や
か
に
実
情
を
調
査
し
、
賠
償
責
任
の
所
在
を
確
定
し
て
適
確
な
解
決
を

図
る
こ
と
が
監
督
官
庁
た
る
政
府
の
責
任
と
考
え
る
が
、
本
事
件
に
関
し
政
府
の
処
見
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 
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